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閣議決定

（前略）

第1部　構造改革の推進と我が国経
済社会の活性化

この1年、政府は「今後の経済財政運営及び経済

社会の構造改革に関する基本方針（平成13年6月26

日間議決定）」(以下、「基本方針」という)を起点と

して広範な構造改革を推進するとともに、景気・雇

用情勢に適切に対応してきた。こうした取組みによ

り悪化傾向を続ける経済と財政のトレンドに、一定

の歯止めをかけることに成功した。

この1年の成果の上に立ち、経済と財政の改善傾

向をさらに確実なものとするとともに、国民が将来

を安心できる確固とした経済社会を構築するため

に、新たな段階に歩を進める。

先ず第1に、税制改革や地方行財政改革、社会保

障制度改革などを着実に推し進め、「経済社会の活

力」を高めるとともに、「全ての人が参画し負担し合

う公正な社会」を構築していく。

第2に、「負担に値する質の高い小さな政府」を実

現するために、歳出改革を加速する。

第3に、この一両年の経済運営における最重要課

題である「デフレの克服」を目指し、政府・日本銀

行が一体となって強力かつ総合的な取組みを行うと

ともに、構造改革特区の創設などからなる「経済活

性化戦略」を推進する。こうした取組みにより、日
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本経済を強い産業競争力に裏打ちされた「民間需要

主導の本格的な回復軌道」に乗せる。

改革第2段階においては、これまでの1年を上回

るさらに困難な諸課題に、官民挙げて取り組んでい

くことが求められている。本方針は改革策2段階に

おける「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」

を明らかにするもの（いわば「基本方針第2弾」）で

ある。

（中略）

第2部　経済活性化戦略

（中略）

2．6つの戦略、30のアクションプログラム

（中略）

（高齢者、女性、若者等が、ともに社会を支える制

度の整備）

能力に応じた賃金・就業体系の導入、NPOの役割

の拡大等働き方を多様化・弾力化し、生涯現役でい

られる社会の仕組みに変える。男女共同参画社会を

構築し、女性が働くことが不利にならない制度設計



にする。さらに、青少年期からの人間力の涵養のた

め、早い時期からの職業体験機会の充実等を図るこ

と等を通じ、若年者雇用対策に万全を期する。

・厚生労働省は、有期労働契約や裁量労働制の見

直し、派遣労働法制における対象範囲拡大、募

集・採用における年齢制限廃止努力の徹底、有

料職業紹介の規制緩和等労働制度を引き続き見

直す。また、解雇の基準やルールについて、立

法で明示することを検討する。

・厚生労働省は、雇用保険3事業について、平成

15年度から、雇入助成の縮減、雇用維持支援か

ら労働移動・能力開発支援への重点化等により、

抜本的合理化を図る。

・厚生労働省は、年金をはじめとする社会保障制

度について、持続可能で公平な制度の構築に向

け、給付と負担のあり方等を抜本的に見直すほ

か、年金のポータブル化の拡充、短時間労働者

に対する社会保険の適用拡大、第3号被保険者

制度のあり方について見直す。

・厚生労働省は、平成14年度から、「働らコール」

事業（全国の就職支援機関についての情報を提

供する電話サービス）への支援、「ハローワー

ク・インターネットサービス」への求人企業名

の掲載等を通じて就労等に関する多面的情報提

供を充実する。

・厚生労働省は、民間活用によるキャリアカウン

セリングを促進する。

・NPO活動促進のための、現行NPO税制の認

定要件の見直しを検討する。

・厚生労働省、農林水産省、環境省及び関係府省

は、若年者トライアル雇用、インターンシップ、

「緑の雇用」の活用などによる職業体験機会の

充実等を通じて、青少年等の職業理解を促進し、

職業意識を醸成させる。

・厚生労働省、文部科学省は、若年者雇用を促進

するため、学校と職業安定機関が緊密に連携し

つつ、学校における就職支援体制の強化を図る

とともに、不安定就労若年者等に対する効果的

なカウンセリングの実施や職業訓練の一層の推

進を図る。

・厚生労働省、関係府省は、長期連続休暇制度の

導入促進に努める。

（中略）

第4部　歳出の主要分野における構
造改革

（中略）

2．社会保障制度

（1）社会保障制度改革の現状

「基本方針」の閣議決定以降、医療制度改革を推

進してきた。今後も医療制度改革を継続するととも

に、物価動向等を反映した社会保障給付の見直しや

年金制度の改革をはじめとする次の社会保障制度の

改革に取り組むこととする。

（2）社会保障給付費の増大と国民負担率

社会保障給付費は高齢化の進展に伴って増大し、

現行制度がそのまま維持された場合には、社会保障

に係る負担の国民所得比が大きく上昇するととも

に、国民負担率は相当に高くなる。

このため、社会保障制度の改革に積極的に取組み、

世代間・世代内の公平を図るとともに、適切な給付

と負担の水準を確保し、そのバランスを図りつつ、

社会保障制度が経済と調和し将来にわたり持続可能

で安心できるものとなるように再構築し、国民負担

率の上昇を極力抑制していく必要がある。

（3）今後の社会保障制度改革の基本方針

（i）次世代育成支援対策（少子化対策）の強化

世界的にみても際立って、急速かつ著しい少子

高齢化の進行が予測される我が国の状況にかんが

み、少子化の流れを変えるため、これまでの保育

所待機児童ゼロ作戦などの推進に加え、子育て世

代、子育て家庭を職場や地域など社会全体で支援

するとともに、子どもが自立することを支援する

ことにより子どもを持つことへの不安を解消する

という視点に立って、幅広く次世代支援に関する

取組みを強化していくこととする。

（ii）年金制度の改革

年金制度については、予測を超えた少子高齢化

の進行によって、累次の改正を余儀なくされたこ
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とにより、国民の将来不安が生じ、国民の年金不

信が強まっている。年金制度は、現役時代の所得

喪失に対する備え・補填を基本的目的としており、

何十年もの期間にわたる保障を確実に提供するこ

とが求められるが故に国自ら運営しているもので

ある。国が運営する制度として、国民から信頼され

る、持続可能なものにしていかなければならない。

したがって、年金制度の改革に当たっては、次

のような視点に立って行うべきである。

①　長期にわたって持続可能で安定した制度とす

るため、楽観を排した将来予測を前提としてい

くことが必要であり、国民が将来に向けて年金

制度への不安を持つことがないよう、頻繁に制

度改正を繰り返す必要のない恒久的な改革を目

指し、国民的議論を十分に行うことが重要であ

る。

②　少子高齢化の進行に伴って、年金保険料の引

上げは避けられないが、その上昇をできるだけ

抑え、国民負担率の上昇を極力抑制していくと

ともに、現在から将来にわたる負担を明示し国

民的合意を得ることが重要である。

③　年金制度は社会のあり方と密接に関わるもの

であり、21世紀の我が国社会が目指している「生

涯現役社会」や「男女共同参画社会」の理念と

も合致した年金制度を構築していくものでなけ

ればならない。

④　国民に広がる年金不信を払拭するため、個人

個人の年金に関する情報提供がきちんと行われ

る仕組みを作り、わかりやすい年金制度とする

とともに、年金をはじめとする社会保険実務の

効率化を進める。

このような視点に立って、平成16年に予定され

る年金制度の改革に向けて、世代間・世代内の公

平、給付と負担の水準とそのバランス、平成12年

改正法附則（安定した財源を確保し、基礎年金の

国庫負担の1／2への引上げ）への対応など、年

金制度改革の基本的な方向について、早急に議論

を始め、その改革に積極的に取り組んでいく。

また、制度の厳正な運用に取り組む観点から、

保険料徴収の推進など国民年金の未加入・未納者

に対する徹底的な対策に取り組む。

（ⅲ）　医療制度の改革

医療制度については、持続可能な制度へと再構

築するため、保健医療システム、診療報酬体系、

医療保険制度のすべてにわたって改革を継続す

る。さらに、今後の一層の高齢化の進行に備え、

医療制度の安定的な運営を確保するため、今年度

中に、保険者の統合・再編を含む医療保険制度の

体系のあり方、新しい高齢者医療制度の創設、診

療報酬体系の見直しについて、基本方針を策定す

る。また、公的医療機関のあり方等医療提供体制

についても見直しを行う。

（ⅳ）　介護保険制度の推進

介護保険制度の施行から2年余を経て介護サー

ビスの利用が大幅に伸びているが、さらに一層の

定着を図っていくことが必要である。また、平成

15年度は市町村の介護保険事業計画・保険料率の

見直しが行われる年であり、これとあわせ、介護

保険サービスの利用状況や介護事業者の経営状

況、サービス間のバランスなどを踏まえ、介護保

険制度がより効率的に運営されるよう適切に介護

報酬の見直しを行う。

（4）健康寿命の増進と社会保障制度の改革

我が国社会は、人類史上初めての長寿社会を実現

しているが、これは単に寿命が長いということにと

どまらず、社会の支え手として元気に働き、生活を

享受する期間が長いという、健康寿命の増進が図ら

れるものでなければならない。したがって、医療、

介護、年金などの社会保障制度は、健康で長生きで

きるよう生活を支えるものでなければならないとと

もに、健康で働ける者が働き、社会保障と組み合わ

せて豊かな生活ができるようにする必要がある。今

後ともこのような視点に立って、持続可能で安心で

きるものとしていかなければならない。

3．国と地方

（1）地方行財政改革については、これを強力かつ一

体的に推進する必要がある。先ず、国の関与を縮

小し、地方の権限と責任を大幅に拡大する。地方

分権改革推進会議の調査審議も踏まえつつ、福祉、

教育、社会資本などを含めた国庫補助負担事業の

廃止・縮減について、内閣総理大臣の主導の下、

各大臣が責任を持って検討し、年内を目途に結論

を出す。
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（2）これを踏まえ、国庫補助負担金、交付税、税源

移譲を含む税源配分のあり方を三位一体で検討

し、それらの望ましい姿とそこに至る具体的な改

革工程を含む改革案を、今後一年以内を目途にと

りまとめる。

この改革案においては、国庫補助負担金につい

て、「改革と展望」の期間中に、数兆円規模の削減

を目指す。同時に地方交付税の改革を行う。9割

以上の自治体が交付団体となっている現状を大胆

に是正していく必要がある。このため、この改革

の中で、交付税の財源保障機能全般について見直

し、「改革と展望」の期間中に縮小していく。他方、

地方公共団体間の財政力格差を是正することはな

お必要であり、それをどの程度、また、どのよう

に行うかについて議論を進め、上記の改革案に盛

り込む。これらの改革とともに、廃止する国庫補

助負担金の対象事業の中で引き続き地方が主体と

なって実施する必要のあるものについては、移譲

の所要額を精査の上、地方の自主財源として移譲

する。

現在、地方においては約14兆円の財源不足が生

じている。歳出削減や地方税の充実など様々な努

力により、できるだけ早期にこれを解消し、その

後は、交付税による財源保障への依存体質から脱

却し、真の地方財政の自立を目指す。

（3）改革の受け皿となる自治体の行財政基盤の強化

が不可欠であり、市町村合併へのさらに積極的な

取組みを促進する。

また、今後の地方行政体制のあり方について、

地方分権や市町村合併の進展に応じた都道府県や

市町村のあり方、団体規模等に応じた事務や責任

の配分（例えば、人口30万以上の自治体には一層

の仕事と責任を付与、小規模町村の場合は仕事と

責任を小さくし都道府県などが肩代わり等）など、

地方制度調査会における調査会議を踏まえ、幅広

く検討する。

また、今後は国の関与に代わり、住民自ら地方

行財政を監視できるよう、バランスシート等の作

成や情報公開、電子自治体の実現など、地方行財

政の透明性向上と説明責任の徹底が必要である。

（後略）
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